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仕   様   書 
 
 
１． 適用範囲 
   この仕様書は、四日市市が使用する下水道用人孔鉄蓋φ６００について規定し、鉄

蓋は、Ｔ－２５、Ｔ－１４の車道用の２種類とする。 
 
２． 製品構造・機能及び性能 
 ２－１ 人孔用鉄蓋の基本構造及び寸法は、（社）日本下水道協会 下水道用鋳鉄製マン

ホールふた JSWAS G－４規格の呼び６００に準じる。 
 ２－２ 蓋と枠の接触面は、全周にわたって勾配をつけ、双方ガタツキのないように機

械加工にて仕上げること。 
 ２－３ 製品は、蓋と枠が蝶番構造により連結され、蓋の取り付け及び離脱が容易であ

ること。 
 ２－４ 蓋は、本市専用開閉器具（別図－④）の使用により開閉操作ができ、１８０度

転回及び３６０度旋回できる構造とし、袋状こじり穴２箇所を有すること。 
 ２－５ 蓋を閉めた際に自動的に施錠する構造であること。 
 ２－６ 圧力開放飛散防止機能を有する自動錠を装備し、蓋の浮上・圧力開放時におけ

る車両通過等の衝撃、傾斜地への設置、及び乱流発生時において解錠することの

ない構造であること。 
 ２－７ 枠の高さ調整には、施工時のアンカー締めすぎによる変形防止及び道路勾配に

対する微調整が可能な機能を有し、かつ、施工性、操作性が容易な調整部品を使

用できる構造とする。 
 ２－８ 枠は、安全性確保のため、転落防止用安全柵を取り付けられる構造であること。 
 ２－９ 蓋は、雨水及び土砂の流入をゴム及びプラスチック等を用いることなく本体の

構造にて防止できる構造とし、開閉用器具穴は土砂が詰まった際容易に取り除く

ことができる構造とする。 
 ２－１０ 蓋の模様は別紙のとおりとし、雨水、汚水、合流の使い分けを行うものとす

る。 
 
３． 材質 
   製品（蓋、枠）は、ＪＩＳG５５０２（球状黒鉛鋳鉄品）に準拠し、第７号各号の規

定に適合するものでなければならない。 
 
４． 製作及び表示 
   製品には、製造業者の責任表示として、蓋裏面に種類及び呼びの記号、材質記号、



- 2 - 

製造業者のマーク又は略号、及び製造年（西暦下二桁）をそれぞれ鋳出しすること。 
  （社）日本下水道協会の認定工場制度において下水道用資器材Ⅰ類の認定資格を取得

した製造業者は、その認定工場で製造した認定適用資器材の製品の蓋裏面に（社）日

本下水道協会の認定表示を鋳出しすること。 
５． 塗装 
   製品は、内外面を清掃した後、乾燥が速やかで、密着性に富み、防食性、耐候性に

優れた塗料によって塗装されなければならない。また、塗装後の表面はムラ、泡、膨

れ、塗り残し、その他欠点がないものとする。 
 
６．製品検査 
   本項の各検査は、当該仕様書及び承認申請図書に基づき製作された製品中、本市検

査職員指示のもとに雨水、汚水、合流各３組を準備し、そのうち１組によって行う。 
 
 ６－１ 外観検査 
    外観検査は塗装完成品で行い、有害な傷がなく、外観が良好であること。 
 ６－２ 寸法検査 
    寸法検査は製品図面に基づき検査し、その許容差は特別に指示のない公差の場合、

鋳放し寸法についてはＪＩＳＢ０４０３（鋳造品－寸法公差方式及び削り代方式）

のＣＴ１１、また肉厚はＣＴ１２を適用し、削り寸法についてはＪＩＳＢ０４０５

（普通公差－第一部：個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差）

のｍ（中級）を適用する。 
 
 

鋳造品の寸法公差（ＪＩＳ Ｂ ０４０３） 

長さ寸法に対する許容差（ＣＴ１１）             （ｍｍ）

１０以下 
１０を越え 

１６以下 

１６を越え 

２５以下 

２５を越え 

４０以下 

４０を越え 

６３以下 

６３を越え 

１００以下 

±１．４ ±１．５ ±１．６ ±１．８ ±２．０ ±２．２ 

１００を越え 

１６０以下 

１６０を越え 

２５０以下 

２５０を越え

４００以下 

４００を越え

６３０以下 

６３０を越え 

１０００以下 

１０００を越

え 

１６００以下

±２．５ ±２．８ ±３．１ ±３．５ ±４．０ ±４．５ 

肉厚寸法に対する許容差（ＣＴ１２） 

１０以下 
１０を越え 

１６以下 

１６を越え 

２５以下 

２５を越え 

４０以下 

４０を越え 

６３以下 

±２．１ ±２．２ ±２．３ ±２．５ ±２．８ 
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削り加工寸法公差（ＪＩＳ Ｂ ０４０５）            （ｍｍ）

長さ寸法に対する許容差（ｍ 中級）            （ｍｍ）

０．５以上 

６以下 

６を越え 

３０以下 

３０を越え 

１２０以下 

１２０を越え 

４００以下 

４００を越え 

１０００以下 

±０．１ ±０．２ ±０．３ ±０．５ ±０．８ 

  
６－３ 質量検査 
    蓋（部品を含む。）及び枠（部品を含む。）の質量は、それぞれ次表の値に適合し

なければならない。 
 

区分 許容範囲 

蓋 

枠 

＋制限なし 

－４％ 

 
 ６－４ 荷重試験 
    検査に際しては ＪＩＳ Ａ ５５０６ （下水道用マンホールふた）に規定す

る荷重試験方法に準じて別図－⑤のように供試体をガタツキの無いように試験機定

盤上に載せ、蓋の上部中心に厚さ６ｍｍの良質ゴム板（中央φ５０ｍｍ以下穴あき）

を載せ、さらにその上に鉄製やぐらを置き、その間にＪＩＳ Ｂ ７５０３に規定

する目量０．１ｍｍのダイヤルゲージを針が蓋の中央に接触するように両端をマグ

ネットベースで固定して支持する。ダイヤルゲージの目盛を０にセットした後、一

様な速さで５分以内に鉛直方向に以下の表の試験荷重に達するまで加え、６０秒静

止した後、設置後のたわみ、及び荷重を取り去った時の残留たわみを測定する。 
    なお、検査前にあらかじめ荷重（試験荷重と同一荷重）を加え、蓋と受枠を食い

込み状態にしてから検査を行う。 
    試験荷重及び検査基準は次表のとおりで、この値に適合しなければならない。 
 

区分 試験荷重（ｋＮ） たわみ（ｍｍ） 残留たわみ（ｍｍ） 

Ｔ－２５用 210 ２．２以下 ０．１以下 

Ｔ－１４用 120 ２．２以下 ０．１以下 

 （たわみ、残留たわみは必ず蓋の中心点を測定するものとする。） 
 
６－５ 破壊検査 

    前項の荷重検査でたわみ及び残留たわみを測定した後、再度荷重を加え、破壊荷

重を測定する。 
    検査基準は次表のとおりで、この値に適合しなければならない。 
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区分 破壊（ｋＮ） 

Ｔ－２５ ７００以上 

Ｔ－１４ ４００以上 

 
 
 ６－６ 黒鉛球状化率判定検査 
    この検査は、蓋裏面中央のリブ上をよく研磨し、ＪＩＳ Ｇ ５５０２の黒鉛球

状化率を判定試験に準じて判定する。黒鉛球状化率は、８０％以上であること。 
 
７．材質検査 
   この検査は、蓋及び受枠についてはＹブロックより採取した試験片によって行うも 

のとする。 
 
 ７－１ Ｙブロックによる検査方法 
    引張り、伸び、硬さ、腐食の各検査に使用する試験片は、ＪＩＳＧ５５０２Ｂ号     
   Ｙブロック（供試材）を製品と同一条件で、それぞれ予備を含め３個鋳造し、その   
   内の１個を、別図－⑥に示すＹブロックの指定位置よりそれぞれ採取する。 
 ７－２ Ｙブロックによる引張り、伸び検査 
    この検査は、ＪＩＳＺ２２０１（金属材料引張試験片）の４号試験片をＪＩＳＺ 
   ２２４１（金属材料引張試験方法）に基づき、引張強さ及び伸びの測定を行う。検 
   査基準は次表のとおりで、この値に適合しなければならない。 
 

区分 引張強さ（Ｎ／ｍｍ２） 伸び（％） 

蓋 ７００以上 ５～１２ 

枠 ６００以上 ８～１５ 

 
 ７－３ Ｙブロックによる硬さ検査 
    この検査は、別図－⑥に示す試験片をＪＩＳＺ２２４３（ブリネル硬さ試験方法）   

に基づき、硬さの測定を行う。検査基準は次表のとおりで、この値に適合しなけれ

ばならない。 
 

区分 ブリネル硬さ ＨＢＷ １０／３０００ 

蓋 ２３５以上 

枠 ２１０以上 
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７－４ Ｙブロックによる腐食検査 

    この検査は、別図－⑥の指定位置より採取した直径２４±０．１ｍｍ、厚さ３±

０．１ｍｍの試験片を表面に傷なきよう良く研磨し、付着物を充分除去した後、常

温の（１：１）塩酸水溶液１００ml 中に連続９６時間浸漬後秤量し、その腐食減量

の測定を行う。検査基準は次表のとおりで、この値に適合しなければならない。 
 

区分 腐食減量（ｇ） 

蓋 ０．５以下 

枠 ０．８以下 

 
 
８．再検査 
   上記検査のいずれかにおいて規定値を満足しない場合は、その項目について再検査 
  を行う。再検査に使用する供試体は、Ｙブロックについては予備に鋳造した残り２個 
  を、製品については抜き取った残り２組を使用する。但し、再検査項目については、 
  ２個または２組とも合格しなければならない。 
 
９．検査実施要領 
   検査の実施においては、本仕様書の全項目に定められた検査とは別に、製造工場に 
  おける管理体制実態調査のため、工場検査を実施するものとする。 
 
 ９－１ 新たに指定を受けようとする業者は、次の要領に基づく審査を行うものとする。 
  ９－１－１ （社）日本下水道協会の認定資格取得工場については、（社）日本下水道 
       協会発行の認定書「下水道用資器材製造工場認定書」をもって工場検検査 
       は省略する。但し、本仕様書の全項目について定められた検査については、 
       本市検査員立会のもとに行うものとする。 
  ９－２－２ 認定資格取得工場以外については、（社）日本下水道協会「下水道資器材 
       製造工場基本調査要領」（平成３年１０月２１日制定）に基づき工場検査を 
       実施し、本仕様書に定められた検査については、上記認定資格取得工場と 
       同様の検査をする。 
 ９－２ 製造業者の年度の指名更新に関わる検査は、次の要領に基づく検査を行うもの 

とする。 
  ９－２－１ 製造業者の指名に関わる年度更新検査については、すべての指名製造業 
       者を対象に本市が指定した検査日及び検査場所において、本仕様書の全項 
       目について定められた検査を年１回本市検査立会のもとに行うものとする。 
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       また、本市検査員が必要と認めた場合については工場検査も実施する。 
  ９－２－２ この年度更新検査について、（社）日本下水道協会の認定資格取得工場に 

おいては、本市が必要と認めた場合適時行うものとする。 
 ９－３ 本市の当該年度工事に使用する製品の受け入れ検査については、次の要領に基 

づく検査を行うものとする。 
  
 
  ９－３－１ 年度更新検査に合格し、その年度内に納入する製品の検査については、 
       （社）日本下水道協会の認定資格取得工場には、別紙－④に示す（社）日 
       本下水道協会の認定標章を鋳出し表示することにより本仕様書の全項目に 
       定められた検査を省略する。認定資格取得工場以外の製品については、指 
       定工事業者単位で本仕様書に基づく全項目の検査を実施する。 
 ９－４ 検査に供する製品及び検査費用については、製造業者の負担とする。 
 
１０．一般事項 
 １０－１ 製品に関する工業所有権及びその他法令等に基づき保護される権利について 
      問題が生じた場合は当事者間によって解決するものとする。 
 １０－２ 本仕様書の単位は、国際単位系（ＳＩ）による。 
 １０－３ 本仕様書の実施は平成１９年 ４月 １日とする。 
 
１１．疑義 
    以上の事項に該当しない疑義については、協議のうえ決定するものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
















